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今月の納税
●納期限　11 月 30 日 （木）●納期限　11 月 30 日 （木）

納期限内に納めましょう
国民健康保険税（５期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
　収税課　☎ 22-9612

　　

【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ 22-9617

※携帯電話のバーコードリー
　ダー機能で読み込んでア
　クセスできます。

　広報いが市ＰＤＦ版を市ホーム
ページでご覧いただけます。
　 http://www.city.iga.lg.jp/

２次元コード　

▲

広報いが市PDF版健康診査はお済みですかお知
らせ
お知
らせ

○特定健康診査
　国民健康保険に加入している 40
歳以上の人と、後期高齢者医療制度
に８月 31 日までに加入している人
に受診券を送付しています。　
○国民健康保険簡易人間ドック
　応募いただいた人のうち、当選者
に受診券を送付しています。
※受診券をお持ちの人で医療機関に
　まだ予約をしていない人は、手続
　きをお急ぎください。
※キャンセルする場合は必ずご連絡
　ください。
【実施期限】
　いずれも 11 月 30 日㈭
【問い合わせ】
　保険年金課
　☎ 22-9659　ＦＡＸ 26-0151

秋季全国火災予防運動お知
らせ
お知
らせ

【実施期間】　11月９日㈭～15日㈬

　住宅火災のほとんどが、ちょっと
した気の緩みや不注意によって起き
ています。
　特に市内では、この時期から冬場
にかけ、コンロやストーブが原因の
火災が多発しています。
　コンロやストーブの周囲に燃えや
すいものを置かない、離れるときは
火を消す、火をつけたまま給油しな
いなど、注意しましょう。
【問い合わせ】
　消防本部予防課
　☎ 24-9105　ＦＡＸ 24-9111

《平成 29 年度 全国統一防火標語》
「火の用心

　ことばを形に　習慣に」

11 月は児童虐待防止推進月間
◆ 子どものサインに気付いてください

　「しつけのつもり」であっても、子どもの健やかな
成長に有害であれば虐待です。虐待かどうかの事実確
認は必要ありません。また、誰が通告したかの秘密は
必ず守られます。通告は支援の始まりです。
　児童虐待とは次のような行為です。
《身体的虐待》
　殴る・蹴る・投げ落とす・叩きつける・激しく揺さ
ぶる・やけどを負わせる　など
《性的虐待》
　子どもへの性的行為・性的行為を見せる・ポルノグ
ラフィの被写体にする　など
《ネグレクト》
　家に閉じ込める・食事を与えない・ひどく不潔にす
る・自動車の中に放置する・重い病気になっても病院
に連れて行かない　など

《心理的虐待》
　言葉による脅し・無視・きょうだい間での差別的扱
い・子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう（ド
メスティック・バイオレンス）など
◆子どもを健やかに育むために～愛の鞭

むち
ゼロ作戦～

　子育てにおいて、しつけと称して叩いたり怒鳴った
りすることは、子どもの成長の助けにならないばかり
か、悪影響を及ぼす可能性があります。
　次のポイントを心がけながら、子どもに向き合いま
しょう。
○子育てに体罰や暴言を使わないようにする
　（子どもが親に恐怖感を持つと SOS を伝えられない）
○爆発寸前のイライラをクールダウンさせる
○親自身が SOS を出す
○子どもの気持ちと行動を分けて考え、育ちを応援する

【問い合わせ】こども未来課
　☎ 22-9677　ＦＡＸ 22-9646

　24 時間いつでも児童相談所に
相談できる、全国共通の電話番
号です。
　「虐待かも」と思ったときや、
子育てに悩んだときには、ぜひ
ご相談ください。

◆その他の児童虐待の相談・通告先
○こども未来課 相談専用ダイヤル　☎ 22-9609
○各支所住民福祉課
○伊賀児童相談所　☎ 24-8060
○伊賀警察署生活安全課　☎ 21-0110
○名張警察署生活安全課　☎ 62-0110
○お近くの民生委員・児童委員、子どもが通っている
　学校や保育所（園）・幼稚園など

児童相談所全国共通ダイヤル　☎189
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市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/

コミュニティ助成事業お知
らせ
お知
らせ

　（一財）自治総合センターでは、宝く
じの社会貢献広報事業として、受託
事業収入を財源にコミュニティ助成
事業を実施しています。
　この宝くじの助成金により、地域コ
ミュニティ活動の活性化を図るため、
各地域で次の備品を購入しました。
　今後は地域住民の集う場・憩いの
場として活用し、さらなるコミュニ
ティ活動の促進を図ります。
○友生地区住民自治協議会
　テント・机・いす・音響設備など
○河合地域住民自治協議会
　テント・机・いす・音響設備・プ
ロジェクター・シュレッダー・ラベ
ルライター・発電機・ハロゲンライ
ト・ノートパソコン・プリンター・
液晶テレビ・掃除機・ファックス・
コピー機など
【問い合わせ】
○友生地区住民自治協議会のコミュ
　ニティ助成事業について
　上野支所振興課　
　☎ 22-9633　ＦＡＸ   22-9694
○河合地域住民自治協議会のコミュ
　ニティ助成事業について
　阿山支所振興課
　☎ 43-1543　ＦＡＸ   43-1679

いがまち人権パネル展催し

【と　き】
　11 月７日㈫～ 22 日㈬
　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。
※９日㈭・16 日㈭は午後７時 30 分
　まで延長して開館します。
【ところ】　いがまち人権センター
【内　容】　「医療と患者の人権」
【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ   45-9130

第５２回 青山ふるさと
美術文化展覧会

催し

　青山文化サークル連絡協議会・青
山老人クラブ連合会・青山公民館の
主催で、青山ふるさと美術文化展覧
会を開催します。
　地域の皆さんの力作をぜひご覧く
ださい。
【と　き】　11 月 11 日㈯～ 13 日㈪
　午前 9 時～午後 5 時
※ 13 日㈪は午後１時まで
【ところ】　青山ホール
【内　容】　絵画・書・彫塑・写真・工
芸・生花など
【問い合わせ】　青山公民館
　☎ 52-1110　ＦＡＸ   52-1211

寺田市民館
「じんけん」パネル展

催し

【と　き】
①11 月 29 日㈬まで
②12 月１日㈮～27 日㈬
　午前８時 30 分～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。
【ところ】
①寺田教育集会所　第１学習室
②大山田農村環境改善センター
　１階ロビー
【内　容】
　「LGBTとは？さまざまな性につい
て考える」
 さまざまな性のあり方を理解し、
すべての人が自分らしく生きられる
社会について考えてみませんか。
【問い合わせ】
①寺田市民館　☎／ＦＡＸ  23-8728　　
②人権政策・男女共同参画課
　☎ 47-1286　ＦＡＸ  47-1288

認知症カフェ
「いが オレンジカフェ」

催し

　認知症を理解するために、誰もが
集える場所です。ゆっくりした時間
をスタッフと一緒に過ごしませんか。
【と　き】　11 月 14 日㈫
　午前 10 時～正午
【ところ】　伊賀シルバーケア豊壽園
（久米町 872 番地の 1）
【料　金】　100 円
【問い合わせ】
　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　ＦＡＸ   24-7511

女性に対する暴力をなくす
運動を実施します

お知
らせ
お知
らせ

　11 月 12 日㈰から25 日㈯までの
２週間は、「女性に対する暴力をなく
す運動」実施期間です。
　夫・パートナーからの暴力、性犯
罪、買春、セクシュアル・ハラスメ
ント、ストーカー行為など、女性に
対する暴力は女性の人権を著しく侵
害するものです。
　ひとりで抱え込まず、お気軽にご
相談ください。
【相談先・問い合わせ】
　こども未来課
　☎ 22-9609　ＦＡＸ   22-9646
　配偶者暴力相談支援センター
　☎ 059-231-5600
　伊賀警察署生活安全課
　☎ 21-0110
　名張警察署生活安全課
　☎ 62-0110

　市政の情報をお伝えします。
　ケーブルテレビ17チャンネ
ル（青山は204チャンネル）・
地上デジタル放送121チャン
ネルで放送中。

２次元コード　

▲

行政情報番組
「ウィークリー伊賀市」

　　　　行政情報番組
「ウィークリー伊賀市」
　　　　行政情報番組

　広報いが市・行政情報番組
（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、ご意見・ご要望
をお聞かせください。
【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　ＦＡＸ   22-9617

ご意見をお聞かせください
「広報いが市」の点字版・録
音版を発行しています
　希望される場合はお問い合わ
せください。　

【問い合わせ】　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　FAX   22-9662


